
１　監査根拠

　　本監査は、地方自治法第199条第４項の規定に基づき実施したものである。

２　実施期間　　令和６年４月26日（金）　１日間

３　監査対象課等

　　消防本部（総務課、予防課、警防課、通信指令課）、魚津消防署、滑川消防署、上市消防署、

　舟橋分遣所

４　監査対象事項

　 各課等の事務事業の執行について、財務事務監査を中心に、行政監査的要素も含め実施した。

　 特に重点を置いた事項は、次のとおりである。

 　(１)職員の配置及び事務分担について

　 (２)主な事業の進捗状況について

 　(３)収納事務の適正性及び収入状況について

　 (４)支出事務について(旅費、食糧費、印刷製本費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び補助金)

 　(５)財産の管理状況について

　 (６)備品の管理状況について（１件５万円以上）

 　(７)工事発注状況について（１件100万円以上）

５　監査の方法

　　令和５年12月末日現在における各所管の事務事業について、あらかじめ監査資料の提出を求め、

　その資料をもとにして事務執行状況を審査するとともに、例月出納検査等関係書類及び諸帳簿との

　整合性についても確認を行った。

６　監査の結果

　　今回の監査にあたり、事務事業の執行状況についての実態の把握とその執行状況の適否を審査す

　ることに監査の主眼をおき実施した結果、事務事業の執行については、関係法令に準拠して適切に

　処理されていると認められる。

　　引き続き、住民の生命と財産を守り、安全で安心して暮らせるよう、職員の健康にも留意し、消

　防・救助・救急体制の充実、強化を図られたい。

　監査の概要は、以下のとおりである。

  (１)職員の配置及び事務分担について　

　　（本　　　部）34人　　うち、魚津消防署と兼務している職員10人

　　（魚津消防署）34人 うち、本部と兼務している職員10人

　　（滑川消防署）30人

　　（上市消防署）22人

　　（舟橋分遣所）９人
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　(２)主な事業の進捗状況について

　　堅調に事業の遂行がなされている。

　(３)収納事務の適正性と収入状況について

Ｂ Ｃ Ｄ（Ｂ-Ｃ） Ｃ／Ａ Ｃ／Ｂ

1,240,287,000 12,000,000 1,252,287,000 1,252,287,000 1,031,400,000 220,887,000 82.4% 82.4%

1,312,000 1,312,000 1,909,950 1,871,450 38,500 142.6% 98.0%

7,321,000 7,321,000 0 0 0 0.0% 0.0%

1,000 382,000 383,000 38,813,230 38,813,230 0 10134.0% 100.0%

139,000 139,000 163,166 145,066 18,100 104.4% 88.9%

80,600,000 80,600,000 1,500,000 1,500,000 0 1.9% 100.0%

1,329,660,000 12,382,000 1,342,042,000 1,294,673,346 1,073,729,746 220,943,600 80.0% 82.9%

　　　財務規則等に基づき適正に処理されている。

　(４)支出事務について

Ｂ Ｃ（Ａ-B） Ｂ／Ａ

943,000 943,000 690,487 252,513 73.2%

350,000 350,000 102,360 247,640 29.2%

1,185,192,000 12,000,000 1,197,192,000 821,491,869 375,700,131 68.6%

142,174,000 142,174,000 71,184,373 70,989,627 50.1%

1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0.0%

1,000 382,000 383,000 381,513 1,487 99.6%

1,329,660,000 12,382,000 1,342,042,000 893,850,602 448,191,398 66.6%

  (５)財産の管理状況について　　　

　　令和５年４月から12月までの間、財産の取得、処分はなかった。

  　取得済みの財産については、適正な管理運用がなされている。

  (６)備品の管理状況について（１件５万円以上）

　　令和５年４月から12月までの間に取得した１件５万円以上の備品は、19件1,944,360円である。

　  購入された備品については、計画的な整備が図られ、また、適正に管理されている。

  (７)工事発注状況について（１件100万円以上）

　　令和５年４月から12月までの間、１件100万円以上の工事の発注はなかった。

    適正な競争入札の執行により、事務処理がなされている。

3.消防費

4.公債費

5.予備費

予算対比支出済額 予算残額            款
予 算 額

当　初
補　正

（繰越額）
計　A

予 算 額
調定額 収入済額 収入未済額

当　初
補　正

（繰越額）
計　A

合計

            款

1.分担金及び負担金

2.使用料及び手数料

3.県支出金

4.繰越金

6.組合債

予算対比 調定対比

5.諸収入

　　旅費、食糧費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び補助金いずれも目的に従い、適正に執行
  されている。

合計

1.議会費

2.総務費

6.諸支出金


